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今年４月に介護報酬改定が施行されました。令和２年度はコロナ禍で
様々な業種において苦難を強いられる状況で、介護事業所の倒産が過去
最多を更新と暗いニュースも続いておりましたが、0.70%ではありま
すが、プラスの改定となりました。
ここでは、主に居宅介護支援について発表されている内容をご報告し
ます。

令和３年度の介護報酬改定では（図1参照）、【Ⅰ　感染症や災害への
対応力強化（感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な
サービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するため、「日頃か
らの備えと業務継続に向けた取組を推進等」）】　【Ⅱ　地域包括ケアシス
テムの推進（住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必
要なサービスが切れ目なく提供されるよう取り組みを推進するため、「認
知症への対応力向上に向けた取組の推進」「看取りへ対応の充実」「ケア
マネジメントの質の向上と公正中立性の確保」等）】　【Ⅲ　自立支援・
重度化防止の取組の推進（制度の目的に沿って、質の評価やデータの活
用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供
を推進するため「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進と
して “LIFE” の活用」等）】　【Ⅳ　介護人材の確保・介護現場の革新（喫
緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応するた
め「テクノロジーの活用や人員基準・運営規程の緩和を通じた業務効率
化・業務負担軽減の推進」「文書負担軽減や手続きの効率化による介護
現場の業務負担軽減の推進 “署名・押印の見直し” “電磁的記録による
保存” 等）】【Ⅴ　制度の安定性・持続可能性の確保」（必要なサービス
は確保しつつ、適正化・重度化を図るため「評価の適正化・重度化」「報
酬体系の簡素化」等）】という５つの項目を柱として改定されました。

加えて「６．その他の事項」という項目もあり、その中では “コロナ
禍” で増加傾向となっている「高齢者虐待防止の推進」や「介護保険施
設におけるリスクマネジメントの強化」という内容もあります。

　
居宅介護支援事業所として大きく変更となった内容としては３点程あ

ります。
１点目として「逓減性の見直し」があります。背景としては、介護業

界でも人員不足が深刻となり、ケアマネの新規従事者数も少なくなって
いることと、高齢者が増えて “ケアマネ難民” となる利用者も居ること、
また、事業所の経営の安定を図ることからICTを活用又は事務職員の
配置を行っているなど該当する事業所では、介護支援専門員１人当たり
の取扱件数は、40件未満➡45件未満に変更となります。
２点目としては「特定事業所加算の見直し等」があり新しく「特定事

業所加算（Ａ）」が追加されました（図2参照）。単位としては100単位
と他の事業所加算に比べると若干低めですが、介護支援専門員の配置が
常勤１名以上、非常勤１名以上となり、今まで算定できなかった事業所
も加算算定できるようになり、事業所としての収入アップに繋がると思

います。また、特定事業所加算の算定要件に「必要に応じて、多様な主
体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含む）が
包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」が加
わりました。そして、今まで「特定事業所加算（Ⅳ）」で算定されてい
た項目は「特定事業所医療介護連携加算」に変更となりますが、内容の
変更はありません。
３点目としては「医療機関との情報連携の強化」があります。医療機

関において医師の診療を受ける際（主治の医師でなくても可）に介護支
援専門員が同席して、情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジ
メントを行った場合には、利用者１人につき１月１回を限度として、“通
院時情報連携加算” として50単位／月が新しく算定可能となります。

この他にも、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、
前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域
密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と各サービスご
との同一事業所によって提供されたものの割合について、利用者に説明
を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することが求
められています。また、看取り期におけるサービス利用前の相談・調整
に係る評価として、サービス利用に至らなかった場合でも、必要なケア
マネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービス
が提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースにつ
いては、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能になりました。そして、
介護予防支援も委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携
等が評価され、初回加算とは別に「委託連携加算」も算定可能となりま
した。

令和３年度介護報酬改定について 広報委員長　　前島　敦子
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介護支援専門員として働いている中で「今さら聞けない…」と思うよ
うなお金にまつわる内容を、4回にわたって確認してみたいと思います。
１回目は「介護保険被保険者の保険料の仕組み」についての内容です。

介護保険制度での被保険者は第１号被保険者と第２号被保険者に分類
されます。

第１号被保険者は65歳以上の人で、第２号被保険者は40歳以上65
歳未満の健康保険（医療保険）加入者になります。注）以下、令和３年
３月現在での情報に基づいており４月からは変更になります。

１．第１号被保険者の保険料
65歳以上の人の保険料の仕組みについて、まずは確認していきましょう。
その前に、保険料とは、介護サービスを使った場合の１割負担とか２、

3割負担（図でいうと緑色部分）のことではありませんのでご注意願い
ます。介護保険の財源の一部としての保険料のことを指しています。第
１号被保険者の保険料収入は、図でいうとオレンジ色部分になり、介護
サービスを利用しているか否かに関わらず、皆が負担しています。

図　介護保険の財源イメージ

①保険料は市町村（保険者）ごとに決められる
介護保険は市町村が保険者の単位になっていますので、保険料の

設定も保険者ごとに行われています。標準は９段階ですが保険者の
条例によって弾力的な運用ができるようになっており、自分の事業
所があるF市では所得に応じて16段階の保険料が設定されていま
す。保険料には基準額というのがあって、
その保険者で介護保険の給付に要する費用×65歳以上の人の負担分23％

その保検者内の65歳以上の人数

という計算式で表すことができます。F市での基準額は年間
63,600円で、最小の1段階では年間15,900円、最大の16段階に
なると年間159,000円の保険料になります。ちなみに全国平均の
基準額は70,428円ということです。この基準額は、保険給付に要
する金額や65歳以上の人口によって差が出てきます。また、保険
料や第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合（現在は23％：
27％）は介護保険事業計画が策定される３年ごとに見直しされま
す。厚生労働省が平成30年5月に出した報道発表資料によると、
県内保険者の基準額は46,800円から72,000円でした。

次期介護保険事業計画の期間において保険料がどのように推移す

るか、皆さんも是非関心を持っていただければと思います。
②保険料の納め方は2種類ある

年金の受給額が年額180,000円以上の人は、年６回の年金支給
時に天引きという形（特別徴収）で差し引かれ、保険者に納めてい
ます。年額180,000円未満の人は普通徴収と呼ばれ、保険者から送
付される納付書によって銀行や郵便局、コンビニなどで支払います。
普通徴収は、口座振替によることも可能です。滞納すると、その程
度によって一時的に10割負担をするなどペナルティが課されます。

２．第２号被保険者の保険料
40歳以上65歳未満で健康保険に加入している人の保険料は、加入し

ている健康保険の種類によって保険料の決め方が異なります。
国民健康保険に加入している場合は第２号被保険者の前年の所得に応

じて計算された所得割による金額と、第２号被保険者の世帯人数に応じ
て計算された均等割による金額を合計した額が介護保険料となります。
先ほどのF市の例で言うと、給与などの所得が330万円の人の場合、所
得割額が35,640円、均等割額が第２号被保険者一人当たり9,610円で
合計45,250円が年間の介護保険料になります。

サラリーマンなどで職場の健康保険に加入している人の保険料は、健
康保険の種類ごとに設定されている介護保険料率と、標準報酬月額及び
標準賞与額によって決められています。以下、多少の誤差はあると思い
ますが参考までに例を挙げますと、中小企業の多くが加入している全国
健康保険協会（通称「協会けんぽ」）の令和２年度の介護保険料率は
1.79％です。仮に標準報酬月額360,000円で賞与が年間600,000円の
人の場合、介護保険料は月額6,444円、賞与時10,740円となりますが、
これは職場と加入者本人で折半していますので、加入者の負担は月額
3,222円、賞与時5,370円で、年額44,034円ということになります。注）
ここでは、国民健康保険の場合も職場の健康保険の場合も、健康保険料
については無視しています。

３．利用者負担１～３割を除いた保険給付額の財源構成
これまで見てきた第１号被保険者の負担割合23％と第２号被保険者

の27％を合計した額と同じ額が公費によって賄われています（図のグ
レー部分）。公費の負担割合は国が25％、都道府県と市町村がそれぞれ
12.5％となっています。例えば、仮に介護サービスを提供する事業者
が１割負担の適用を受けている要介護者にサービスを提供して10万円
の収入があるとしたら、その10万円の内訳は、利用者からが1割負担
として1万円、残りの9万円のうち、半分の45,000円が公費で、公費
部分を100とした場合の内訳として国が50％に当たる22,500円、都道
府県と市町村がそれぞれ25％に当たる11,250円ずつとなります。これ
らはすべて税金で賄われています。更に残りの45,000円の内、第１号
被保険者からの保険料収入が23％（保険料収入部分を100とすると
46％）なので20,700円、第２号被保険者からの保険料収入が27％（同
54％）なので24,300円となります。

令和3年１月7日に、２回目となる「緊急事態宣言」が発令されました。
当事業所がある船橋市の状況も変化しており、日々対策に追われまし

た。
今回は、コロナ禍の中で当居宅介護支援事業所で行っている「対策」

や「地域連携」について、お伝えできればと思います。
令和２年10月から、テレワークを導入しました。現在も週2回はテ

レワークにしています。個人情報の取り扱いの確認を行い、助成金を活
用しながら、自宅でも業務が継続できるように準備しました。連絡調整
は、グループLINEで共有と「見える化」を行いました。

特定事業所加算の週1回の会議に関しては、ZOOMを活用して、密
の回避とテレワークの職員も参加できる環境をつくりました。

テレワークを導入する際には、職員の不安を取り除く為に、何度も話

加算が廃止となった項目としては「（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所連携加算（300単位／月）」があります。

また、利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を認め、署名・
押印を求めないことが可能となりましたが、代替手段も今後明示される
と思います。

そして少し前になりますが、令和２年６月５日に介護保険最新情報に
て、管理者の要件について一部改正されたことが発信されています（図
3参照）。
「令和３年４月１日以降は居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支

援専門員であることとするが、確保が著しく困難である等やむを得ない
理由（健康上の問題、急な退職や転居等）がある場合は、理由と今後の
管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合は、管理者を介護支
援専門員とする取り扱いを可能とする。

また管理者要件の適用の猶予として、令和３年３月31日時点で主任
介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所について
は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とす
る要件の適用を令和９年３月31日まで猶予する」という内容もあります。

今回の介護報酬改定は、他のサービスも加算の算定方法等が変わって
いることも多いため、概要等については把握しておく必要もあります。
今は、介護保険最新情報や社会保障審議会介護給付費分科会の資料等も
インターネットを通じて確認することができますが、当協会ホームペー
ジからも新しい情報を発信していきますので、ご確認いただけると有難
いです。

ケアマネジメント業務も法定研修も様々な対応を求められており、新
しい様式の中で、私たち介護支援専門員の在り方も問われてきています
ので、今後も動向を確認していきたいと思います。

公費 市町村（12.5％）

保険料

保険給付部分

国
（保険給付費の25％）

都道府県
（12.5％）

第２号被保険者の保険料収入（保険給付費の
27％）

第１号被保険者の保険料収入
（23％）

サービスを利用した場
合の１～３割負担部分

今さら聞けないシリーズ

コロナ禍での業務

～お金にまつわるあれこれ～第1回（全4回）
介護保険被保険者の保険料の仕組み

～当事業所の取り組みと
地域連携について～

広報委員　山口　定之

医療法人社団白羽会
つばさ在宅居宅介護支援センター　吉田　友則



ちばケアマネ通信　【通巻85号】　2021年4月発行　（3）

その中でも、感染拡大を
予防しつつ、介護支援専門
員の皆さんと情報交換がで
きるように、ネットワーク
機能の活用を始めていま
す。

また、災害の被害が大き
かった地域でもあるため、
山武市消防防災課へ質問を
行い、災害時の対応につい
て学びを深めました。令和
2年11月には感染対策を十分実施したうえで「災害時における介護支
援専門員の役割とケアプラン」というテーマで、千葉県介護支援専門員
協議会・災害対策委員会より講師を招き、3時間にわたって研修を実施
しました。

現在は、感染予防のため、Zoomを活用して、事例検討会や研修会を
行っています。
〇最後に

人口が減少し、高齢化はさらに進行している地域であり、地域資源も
限られている中で、どのように支援していけばよいか悩むことも多々あ
ります。そんな中で、個々の資質向上を目指すだけでなく、専門職同士
で助け合えるような関係作りにも力を入れ、顔の見える関係で活動を続
けていきたいと思います。

研修委員会からのお知らせ
令和3年２月20日、第94回研修会『支援システムの構築にケアマネ

ジャーはどう関わっていくのか～複合
化・複雑化した個別ケースへの対応を
もとに～』を「講義・実践報告・パネ
ルディスカッション」の3部構成で開
催しました。この研修では初めてのオ
ンライン研修として「Zoomウェビ
ナー」を活用し、講師の方の横にはア

クリル板を設置し、各テーブルにパソコンを準備するなど感染予防を実
施しております。なお、本研修内容は3月5日から19日までアーカイ
ブ配信いたしました。

また、令和3年３月27日に行った第95回研修会『令和３年度 介護
報酬改定説明会』では、日本協会のライブ配信を千葉県内の4つの会場
で直接聴講する（パブリックビューイング）形式で開催しました。この
研修においては、日本介護支援専門員協会発行の「令和３年４月版 介
護報酬改定資料集」を参考に4月からの報酬改定の内容を学びましたが、
当日の説明資料がお手元に届かなかったことで受講された皆様にはご迷
惑をおかけする結果となり、大変申し訳ありませんでした。心よりお詫
び申し上げます。

し合いを重ねて、テレワーク開始後も、修正を行いながら、職員の負担
や不安軽減、利用者様やご家族様、各事業所等に迷惑をかけないように
工夫しています。

法人内で何度も話し合いを重ねて、令和２年12月には新型コロナウ
イルス感染症に関するマニュアルが完成しました。

特定事業所加算の算定要件でもあります、他法人と共同での事例検討
会や研究会等の開催に関しては、地域の主任ケアマネで検討を重ね、

ZOOMを使用して研修を開催する事となりました。各事業所の環境が
異なる事や、ZOOMの操作などのレクチャーの必要性を感じています。
地区には1人ケアマネの事業所も存在するので、情報交換を行う機会も
必要だと感じています。

課題は沢山ありますが、家族もテレワーク等で状況が変化しているの
で、虐待を含め、今までと異なる課題が出現しています。迅速な対応を
行う為にも、家族アセスメントの重要性を感じています。

○�新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となった在宅の要介護
者の短期入所療養介護サービスを利用した受入れについて

同居の主介護者の長女が陽性者となりました。症状が軽度だった
事もあり、自宅で安静との指示が保健所からありました。

利用者もPCR検査を行いましたが、結果は陰性。要介護２で、デ
イサービスやショートステイ、福祉用具貸与の支援を受けています。

陽性のご家族様が陰性の利用者様の介助をする状況になり、長女
は、精神的に不安が強くなり、ショートステイや入院をしてほしい
との希望が聞かれました。市内のショート先に電話連絡をするも、

受け入れ可能な施設はなし。
そんな中、千葉県の事業で、「新型コロナウイルス感染症の濃厚

接触者等となった在宅の要介護者の短期入所療養介護サービスを利
用した受入れについて」の情報を得ました。

受け入れ可能施設や千葉県にも問い合わせをして、とても丁寧に
対応して頂き、利用に関して前向きに検討していましたが、その間
に、主介護者の自宅待機期間が解除されたので、今回は利用に繋が
りませんでしたが、利用できる施設もない状況だったので、このよ
うな事業の必要性を強く感じました。

〇山武市の紹介
山武市は、平成18年3月27日に成東町、山武

町、蓮沼村、松尾町の3町1村が合併してできま
した。位置は九十九里浜のちょうど真ん中あたり
です。人口50,905人、65歳以上人口17,627人、
高齢化率34.6％（令和2年4月1日時点）となっ
ています。

稲作はもちろん野菜や果実の生産も盛んで、山
武杉などの林産物、九十九里浜など、自然の恵み

豊かな地域です。
一方で、東日本大震災の際には震度５強を観測し、津波が押し寄せる被

害を経験しました。また令和元年9月に房総半島を直撃した台風被害によ
る倒木や断水、停電に至っては長いところで2週間以上も続きました。
〇連絡会の成り立ちと会員数

ケアマネジメントの資の向上や、介護保険に関する知識の向上、多職
種連携、情報共有などを目的に、地域の介護支援専門員より声が上がり、
山武市高齢者福祉課のご協力を得て、平成22年度より連絡会がスター
トしました。

山武市在住の利用者を担当されている方であれば、どなたでも入会す
ることができ、令和3年3月1日時点で、106名（市内63名、市外43名）
の会員となっています。会費は無料です。

役員構成として、会長1名、副会長1名、事務局1名、理事3名の6
名体制で活動しています。会員の主任介護支援専門員には、山武市生活
支援体制整備事業の、第1層協議体の構成員としての活動や、会長には
山武市災害対策委員と高齢者虐待防止ネットワーク会議の委員も担っ
て、介護支援専門員の声を届けています。
〇連絡会の活動

年間に6回の研修会（内1回は主任介護支援専門員更新要件該当研修）
と、年3回の合同事例検討会を予定して活動を行っています。合同事例
検討会では、事例提供者の負担をできるだけ減らし、実りある検討会に
なるように、早くからPCAGIP方式を取り入れて実施しています。会
場は、市庁舎の一部をお借りして行っています。

今年度は、コロナ禍において例年のように活動することができず、研
修会の中止や延期を繰り返す時期がありました。

山武市介護支援専門員連絡会

会長　小川　裕見子

山武市

令和２年 11月研修会

令和３年３月研修会
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・会議や多職種連携におけるICTの活用　
等となっております。

なお、項目により３年間の経過措置期間があります。
また、同時に報酬改定もあり、「指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の一部を改正する告示」等で新設の加算や加算要
件の変更等がありました。今後、厚労省から通知やＱ＆Ａが発出される
予定ですので、随時、確認をお願いします。

なお、詳細は介護サービス事業所等を所管する県又は市町村の担当窓
口までお問い合わせください。

【高齢者福祉課介護事業者指導班】

千葉県では、厚生労働省の「地域医療介護総合確保基金（介護従事者
の確保に関する事業）」を利用した介護ロボット導入支援事業及び介護事
業所におけるICT導入支援事業の実施を令和３年度も予定しています。

○千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金の概要
介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化を図るとともに、介

護従事者が継続して就労するための環境整備を目的とし、千葉県内に
所在する介護事業者に対して、介護ロボット導入に要する経費につい
て補助を行います。

千葉県のHPに先行で導入された施設からの報告を掲載していま
す。導入の参考にしてください。
【報告の一部抜粋】
【見 守 り】 不要な訪室を減らすことができ、特に夜間においては、

介護職員の負担軽減につながっている、
【移乗介護】 スーツ着用により腰痛予防が可能。スーツ自体に重量

があるため、長時間の使用には注意が必要
千葉県　介護ロボット　で

○千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金の概要
介護記録、情報共有、報酬請求等の業務効率化及び介護従事者の負

担軽減を図ることを目的に、千葉県内に所在する介護サービス事業者
がソフトウェア、タブレット端末等を導入するために要する経費につ
いて補助を行います。

千葉県　ICT　介護　で

いずれの事業も、令和３年度の申請期間は未定です。申請手続き等は、
申請時期に合わせて千葉県のホームページでご案内します。
【参考】令和２年度　申請時期:
　　　  介護ロボット導入支援：令和２年９月中旬から10月上旬
　　　  ICT導入支援：令和２年10月上旬　

　【高齢者福祉課法人支援班】

編　集　後　記
先日3月12日は祖母の95歳の誕生日でした。通年であれば誕生日

には食事に連れ出したり、孫とお祝いをしたりとにぎやかに過ごすの
ですが、今年はコロナの影響でそうはいきません。現在祖母は老健に
入所しているため、面会もガラス越し、手を握ることもできませんで
した。寂しいですが、以前の “ふつう” は二度と戻りません。コロナ
が導いたこの新しい世界で、自分には何ができるのか、考えさせられ
ることの多い自粛期間でした。 広報副委員長　佐久間　絵美
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会員種別は3種類あり、総会に出席できるのは「正会員」のみです。
この機会に個人会員の種別を変更希望の方は事務局までご連絡くださ
い。なお、各種案内や当会主催の研修会参加等は全ての会員が対象です。
・正 会 員…総会における議決権を有する個人会員　※１
・準 会 員…総会における議決権を有しない個人会員　※１
・賛助会員…総会における議決権を有しない団体会員　※２、３
※１ 個人会員は県協議会へ入会すると、自動的に日本介護支援専門員

協会へ入会となります。
※２ 県協議会のみの入会です。日本介護支援専門員協会への入会を希

望される場合は個人会員への入会をお勧めします。
※３研修会の会員価格適用は3名までです。

　　　 会員種別について

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平
成11年厚生省令第37号。）」等については、３年に１度の介護保険法の
介護報酬に係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会の審議
を踏まえて改正されています。

この厚生労働省令の改正に伴い、県の条例で定める介護サービス等の
指定基準等についても一部改正を行いました。

主な改正内容については、
（１）災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏ま
え、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等
訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に訓練の実施
に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努めることを規
定します。

（２）感染症対策の強化
介護サービス事業者等に、感染症の発生及びまん延等に関する取組

の徹底を求める観点から、以下の取組の義務付けを規定します。
ア　 施設サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研

修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施
イ　 訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機

能系サービス、（特定）福祉用具貸与（販売）、居宅介護支援、
居住系サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の
実施、訓練（シミュレーション）の実施等

（３）業務継続に向けた取り組みの強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継

続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業
者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シ
ミュレーション）の実施等の義務付けを規定します。

（４）その他所要の規定の整備
・認知症介護基礎研修の受講の義務付け
・介護保険施設の人員配置基準の見直し
・ハラスメント対策の強化

県からの
おしらせ

令和 3 年 4 月 1 日から介護保険法等に係る
改正条例が施行されます。

令和３年度介護ロボット導入支援事業、
介護事業所における ICT 導入支援事業

サポート委員会からのお知らせ
『ケアマネスマート�ダイアリー』を作製し
毎年、無料配布をしています。

　薄く軽く、持ち運びしやすいをコンセプトに会員の皆様の声を反映さ
せています。手帳に関するご意見・ご要望は、当会事務局までお寄せく
ださい。

『ケアマネスマート ダイアリー』専用WEBサイトを活用していますか？
　関係法令、運営基準、日常生活自立度、区分支給限度基準額、郵便料
金表、時候の挨拶や昭和の主なできごと、ご当地グルメまでダウンロー
ド可能です。令和3年度介護報酬改定単位数も掲載しています！

会員向けのサポート事業として、ケアマネジャーの抱える
問題や悩みについて、相談・助言を行っています。

　詳細は、千葉県介護支援専門員協議会ホームページ、または別紙ケア
マネジャー相談窓口をご確認ください。

『Zoom活用の準備研修会』について

　各種会議や研修会がオンラインで開催されるようになってきている
ため、Zoomでの参加に自信が持てるように、基礎的な操作方法等を中
心とした準備研修会を11月下旬から12月上旬まで全7回おこないまし
た。計37名の参加者の方からは、「参加できて良かった。」「慣れること
が大事。」などの感想が聞かれました。
　今後、法定研修においてもオンライン開催が計画されていることから、

『Zoom活用基本編』と『Zoom活用応用編』の研修会を企画中です。
決定しましたら、当協議会ホームページにてお知らせいたします。

ご存知です
か？


